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○
商
標
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
（
第
四
条
関
係
）

改

正

案

現

行

目
次

目
次

第
一
章

総
則
（
第
一
条
・
第
二
条
）

第
一
章

総
則
（
第
一
条
・
第
二
条
）

第
二
章

商
標
登
録
及
び
商
標
登
録
出
願
（
第
三
条
―
第
十
三
条
の
二
）

第
二
章

商
標
登
録
及
び
商
標
登
録
出
願
（
第
三
条
―
第
十
三
条
）

第
三
章

審
査
（
第
十
四
条
―
第
十
七
条
の
二
）

第
三
章

審
査
（
第
十
四
条
―
第
十
七
条
の
二
）

第
四
章

商
標
権

第
四
章

商
標
権

第
一
節

商
標
権
（
第
十
八
条
―
第
三
十
五
条
）

第
一
節

商
標
権
（
第
十
八
条
―
第
三
十
五
条
）

第
二
節

権
利
侵
害
（
第
三
十
六
条
―
第
三
十
九
条
）

第
二
節

権
利
侵
害
（
第
三
十
六
条
―
第
三
十
九
条
）

第
三
節

登
録
料
（
第
四
十
条
―
第
四
十
三
条
）

第
三
節

登
録
料
（
第
四
十
条
―
第
四
十
三
条
）

第
四
章
の
二

登
録
異
議
の
申
立
て
（
第
四
十
三
条
の
二
―
第
四
十
三
条

第
四
章
の
二

登
録
異
議
の
申
立
て
（
第
四
十
三
条
の
二
―
第
四
十
三
条

の
十
四
）

の
十
四
）

第
五
章

審
判
（
第
四
十
四
条
―
第
五
十
六
条
の
二
）

第
五
章

審
判
（
第
四
十
四
条
―
第
五
十
六
条
の
二
）

第
六
章

再
審
及
び
訴
訟
（
第
五
十
七
条
―
第
六
十
三
条
の
二
）

第
六
章

再
審
及
び
訴
訟
（
第
五
十
七
条
―
第
六
十
三
条
の
二
）

第
七
章

防
護
標
章
（
第
六
十
四
条
―
第
六
十
八
条
）

第
七
章

防
護
標
章
（
第
六
十
四
条
―
第
六
十
八
条
）

第
八
章

雑
則
（
第
六
十
八
条
の
二
―
第
七
十
七
条
の
二
）

第
八
章

雑
則
（
第
六
十
八
条
の
二
―
第
七
十
七
条
の
二
）

第
九
章

罰
則
（
第
七
十
八
条
―
第
八
十
五
条
）

第
九
章

罰
則
（
第
七
十
八
条
―
第
八
十
五
条
）

附
則

附
則

（
商
標
登
録
出
願
の
分
割
）

（
商
標
登
録
出
願
の
分
割
）

第
十
条

（
略
）

第
十
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

第
一
項
に
規
定
す
る
新
た
な
商
標
登
録
出
願
を
す
る
場
合
に
は
、
も
と

の
商
標
登
録
出
願
に
つ
い
て
提
出
さ
れ
た
書
面
又
は
書
類
で
あ
つ
て
、
新

た
な
商
標
登
録
出
願
に
つ
い
て
第
九
条
第
二
項
又
は
第
十
三
条
第
一
項
に

お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
第
四
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
（
第
十
三
条

第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
十
三
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も

の
は
、
当
該
新
た
な
商
標
登
録
出
願
と
同
時
に
特
許
庁
長
官
に
提
出
さ
れ

た
も
の
と
み
な
す
。
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（
出
願
の
変
更
）

（
出
願
の
変
更
）

第
十
一
条

（
略
）

第
十
一
条

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

５

前
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に

５

前
条
第
二
項
の
規
定
は
、
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
商
標
登

よ
る
商
標
登
録
出
願
の
変
更
の
場
合
に
準
用
す
る
。

録
出
願
の
変
更
の
場
合
に
準
用
す
る
。

第
十
二
条

（
略
）

第
十
二
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

第
十
条
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
前
条
第
四
項
の
規
定
は
、
第
一
項

３

第
十
条
第
二
項
及
び
前
条
第
四
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

の
規
定
に
よ
る
出
願
の
変
更
の
場
合
に
準
用
す
る
。

出
願
の
変
更
の
場
合
に
準
用
す
る
。

（
出
願
公
開
）

第
十
二
条
の
二

特
許
庁
長
官
は
、
商
標
登
録
出
願
が
あ
つ
た
と
き
は
、
出

願
公
開
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

出
願
公
開
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
商
標
公
報
に
掲
載
す
る
こ
と
に
よ

り
行
う
。
た
だ
し
、
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、

当
該
事
項
を
商
標
公
報
に
掲
載
す
る
こ
と
が
公
の
秩
序
又
は
善
良
の
風
俗

を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
特
許
庁
長
官
が
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。

一

商
標
登
録
出
願
人
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
居
所

二

商
標
登
録
出
願
の
番
号
及
び
年
月
日

三

願
書
に
記
載
し
た
商
標
（
第
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
場
合
に
あ
つ

て
は
標
準
文
字
に
よ
り
現
し
た
も
の
。
第
十
八
条
第
三
項
第
三
号
及
び

第
二
十
七
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

四

指
定
商
品
又
は
指
定
役
務

五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
な
事
項

（
設
定
の
登
録
前
の
金
銭
的
請
求
権
等
）

第
十
三
条
の
二

商
標
登
録
出
願
人
は
、
商
標
登
録
出
願
を
し
た
後
に
当
該

出
願
に
係
る
内
容
を
記
載
し
た
書
面
を
提
示
し
て
警
告
を
し
た
と
き
は
、

そ
の
警
告
後
商
標
権
の
設
定
の
登
録
前
に
当
該
出
願
に
係
る
指
定
商
品
又
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は
指
定
役
務
に
つ
い
て
当
該
出
願
に
係
る
商
標
の
使
用
を
し
た
者
に
対
し

、
当
該
使
用
に
よ
り
生
じ
た
業
務
上
の
損
失
に
相
当
す
る
額
の
金
銭
の
支

払
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
権
は
、
商
標
権
の
設
定
の
登
録
が
あ
つ
た
後

で
な
け
れ
ば
、
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
権
の
行
使
は
、
商
標
権
の
行
使
を
妨
げ
な

い
。

４

商
標
登
録
出
願
が
放
棄
さ
れ
、
取
り
下
げ
ら
れ
、
若
し
く
は
却
下
さ
れ

た
と
き
、
商
標
登
録
出
願
に
つ
い
て
拒
絶
を
す
べ
き
旨
の
査
定
若
し
く
は

審
決
が
確
定
し
た
と
き
、
第
四
十
三
条
の
三
第
二
項
の
取
消
決
定
が
確
定

し
た
と
き
、
又
は
第
四
十
六
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
の
場
合
を
除
き
商

標
登
録
を
無
効
に
す
べ
き
旨
の
審
決
が
確
定
し
た
と
き
は
、
第
一
項
の
請

求
権
は
、
初
め
か
ら
生
じ
な
か
つ
た
も
の
と
み
な
す
。

５

第
二
十
七
条
、
第
三
十
七
条
、
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許

法
第
百
五
条
、
第
百
五
条
の
二
及
び
第
百
六
条
並
び
に
民
法
第
七
百
十
九

条
及
び
第
七
百
二
十
四
条
（
不
法
行
為
）
の
規
定
は
、
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
請
求
権
を
行
使
す
る
場
合
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当

該
請
求
権
を
有
す
る
者
が
商
標
権
の
設
定
の
登
録
前
に
当
該
商
標
登
録
出

願
に
係
る
商
標
の
使
用
の
事
実
及
び
そ
の
使
用
を
し
た
者
を
知
つ
た
と
き

は
、
同
条
中
「
被
害
者
又
ハ
其
法
定
代
理
人
ガ
損
害
及
ビ
加
害
者
ヲ
知
リ

タ
ル
時
」
と
あ
る
の
は
、
「
商
標
権
ノ
設
定
ノ
登
録
ノ
日
」
と
読
み
替
え

る
も
の
と
す
る
。

（
商
標
権
の
設
定
の
登
録
）

（
商
標
権
の
設
定
の
登
録
）

第
十
八
条

（
略
）

第
十
八
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）

一
〜
二

（
略
）

一
〜
二

（
略
）

三

願
書
に
記
載
し
た
商
標

三

願
書
に
記
載
し
た
商
標
（
第
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
場
合
に
あ
つ

て
は
標
準
文
字
に
よ
り
現
し
た
も
の
。
第
二
十
七
条
第
一
項
に
お
い
て

同
じ
。
）

四
〜
六

（
略
）

四
〜
六

（
略
）
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４
〜
５

（
略
）

４
〜
５

（
略
）

第
二
十
八
条

（
略
）

第
二
十
八
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

特
許
法
第
七
十
一
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
判
定

３

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
判
定
に
関
す
る
手
続
は
、
政
令
で
定

に
準
用
す
る
。

め
る
。

第
二
十
八
条
の
二

特
許
庁
長
官
は
、
裁
判
所
か
ら
商
標
権
の
効
力
に
つ
い

て
鑑
定
の
嘱
託
が
あ
つ
た
と
き
は
、
三
名
の
審
判
官
を
指
定
し
て
、
そ
の

鑑
定
を
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

特
許
法
第
七
十
一
条
の
二
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
鑑
定
の
嘱
託
に

準
用
す
る
。

（
特
許
法
の
準
用
）

（
特
許
法
の
準
用
）

第
三
十
九
条

特
許
法
第
百
三
条
（
過
失
の
推
定
）
及
び
第
百
四
条
の
二
か

第
三
十
九
条

特
許
法
第
百
三
条
（
過
失
の
推
定
）
、
第
百
五
条
（
書
類
の

ら
第
百
六
条
ま
で
（
具
体
的
態
様
の
明
示
義
務
、
書
類
の
提
出
等
、
損
害

提
出
）
及
び
第
百
六
条
（
信
用
回
復
の
措
置
）
の
規
定
は
、
商
標
権
又
は

計
算
の
た
め
の
鑑
定
、
相
当
な
損
害
額
の
認
定
及
び
信
用
回
復
の
措
置
）

専
用
使
用
権
の
侵
害
に
準
用
す
る
。

の
規
定
は
、
商
標
権
又
は
専
用
使
用
権
の
侵
害
に
準
用
す
る
。

（
登
録
料
）

（
登
録
料
）

第
四
十
条

商
標
権
の
設
定
の
登
録
を
受
け
る
者
は
、
登
録
料
と
し
て
、
一

第
四
十
条

商
標
権
の
設
定
の
登
録
を
受
け
る
者
は
、
登
録
料
と
し
て
、
一

件
ご
と
に
、
六
万
六
千
円
に
区
分
（
指
定
商
品
又
は
指
定
役
務
が
属
す
る

件
ご
と
に
、
六
万
六
千
円
に
区
分
（
指
定
商
品
又
は
指
定
役
務
が
属
す
る

第
六
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
商
品
及
び
役
務
の
区
分
を
い
う
。
以
下

第
六
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
商
品
及
び
役
務
の
区
分
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
の
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
条
、
第
四
十
一
条
の
二
、
第
六
十
五
条
の
七
及
び
別
表
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
〜
６

（
略
）

２
〜
６

（
略
）

（
審
判
書
記
官
）

第
四
十
三
条
の
五
の
二

特
許
庁
長
官
は
、
各
登
録
異
議
申
立
事
件
に
つ
い

て
審
判
書
記
官
を
指
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

第
五
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
第
百
四
十
四
条
の
二

第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
審
判
書
記
官
に
準
用
す
る
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。（
出
願
の
変
更
）

（
出
願
の
変
更
）

第
六
十
五
条

（
略
）

第
六
十
五
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

第
十
条
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
十
一
条
第
四
項
の
規
定
は
、
第

３

第
十
条
第
二
項
及
び
第
十
一
条
第
四
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
規
定
に

一
項
の
規
定
に
よ
る
出
願
の
変
更
の
場
合
に
準
用
す
る
。

よ
る
出
願
の
変
更
の
場
合
に
準
用
す
る
。

（
商
標
に
関
す
る
規
定
の
準
用
）

（
商
標
に
関
す
る
規
定
の
準
用
）

第
六
十
八
条

第
五
条
、
第
五
条
の
二
、
第
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第

第
六
十
八
条

第
五
条
、
第
五
条
の
二
、
第
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第

九
条
の
二
か
ら
第
十
条
ま
で
、
第
十
二
条
の
二
、
第
十
三
条
第
一
項
並
び

九
条
の
二
か
ら
第
十
条
ま
で
並
び
に
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
は
、
防
護

に
第
十
三
条
の
二
の
規
定
は
、
防
護
標
章
登
録
出
願
に
準
用
す
る
。
こ
の

標
章
登
録
出
願
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
五
条
第
一
項
中

場
合
に
お
い
て
、
第
五
条
第
一
項
中
「
三

指
定
商
品
又
は
指
定
役
務
並

「
三

指
定
商
品
又
は
指
定
役
務
並
び
に
第
六
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め

び
に
第
六
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
商
品
及
び
役
務
の
区
分
」
と
あ
る

「
三

指
定
商
品
又
は
指
定
役

「
三

指
定
商
品
又
は
指
定
役
務
並
び
に
第
六
条
第
二
項
の
政
令
で

る
商
品
及
び
役
務
の
区
分
」
と
あ
る
の
は

の
は

四

防
護
標
章
登
録
出
願
に

四

防
護
標
章
登
録
出
願
に
係
る
商
標
登
録
の
登
録
番
号

務
並
び
に
第
六
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
商
品
及
び
役
務
の
区
分

定
め
る
商
品
及
び
役
務
の
区
分

と

と
、
第
五
条
の
二
第
一
項
中
「
四

指

係
る
商
標
登
録
の
登
録
番
号

」

」

、
第
五
条
の
二
第
一
項
中
「
四

指
定
商
品
又
は
指
定
役
務
の
記
載
が
な

「
四

指

「
四

指
定
商
品
又
は
指
定
役
務
の
記
載
が
な

定
商
品
又
は
指
定
役
務
の
記
載
が
な
い
と
き
。
」
と
あ
る
の
は

い
と
き
。
」
と
あ
る
の
は

五

防

五

防
護
標
章
登
録
出
願
に
係
る
商
標
登
録

定
商
品
又
は
指
定
役
務
の
記
載
が
な
い
と
き
。

い
と
き
。

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

護
標
章
登
録
出
願
に
係
る
商
標
登
録
の
登
録
番
号
の
記
載
が
な
い
と
き
。

の
登
録
番
号
の
記
載
が
な
い
と
き
。
」

と
、
第
十
三
条
の
二
第
五
項
中
「
第
三
十
七
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
六

」十
七
条
（
第
一
号
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。

２

（
略
）

２

（
略
）
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３

第
十
八
条
、
第
二
十
六
条
か
ら
第
二
十
八
条
の
二
ま
で
、
第
三
十
二
条

３

第
十
八
条
、
第
二
十
六
条
か
ら
第
二
十
八
条
ま
で
、
第
三
十
二
条
か
ら

か
ら
第
三
十
三
条
の
三
ま
で
、
第
三
十
五
条
及
び
第
六
十
九
条
の
規
定
は

第
三
十
三
条
の
三
ま
で
、
第
三
十
五
条
及
び
第
六
十
九
条
の
規
定
は
、
防

、
防
護
標
章
登
録
に
基
づ
く
権
利
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

護
標
章
登
録
に
基
づ
く
権
利
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十

第
十
八
条
第
二
項
中
「
第
四
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
料
又
は
第

八
条
第
二
項
中
「
第
四
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
料
又
は
第
四
十

四
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
商
標
登
録
を
す
べ
き
旨
の
査
定
若

一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
商
標
登
録
を
す
べ
き
旨
の
査
定
若
し
く

し
く
は
審
決
の
謄
本
の
送
達
が
あ
つ
た
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
納
付
す
べ

は
審
決
の
謄
本
の
送
達
が
あ
つ
た
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
納
付
す
べ
き
登

き
登
録
料
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
六
十
五
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

録
料
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
六
十
五
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録

登
録
料
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

料
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

４
〜
５

（
略
）

４
〜
５

（
略
）

（
手
続
の
補
正
）

（
手
続
の
補
正
）

第
六
十
八
条
の
二

（
略
）

第
六
十
八
条
の
二

（
略
）

２

商
標
登
録
出
願
を
し
た
者
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
四
十

条
第
一
項
又
は
第
四
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
料
の
納
付

と
同
時
に
、
商
標
登
録
出
願
に
係
る
区
分
の
数
を
減
ず
る
補
正
を
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

（
指
定
商
品
又
は
指
定
役
務
が
二
以
上
の
商
標
権
に
つ
い
て
の
特
則
）

（
指
定
商
品
又
は
指
定
役
務
が
二
以
上
の
商
標
権
に
つ
い
て
の
特
則
）

第
六
十
九
条

指
定
商
品
又
は
指
定
役
務
が
二
以
上
の
商
標
登
録
又
は
商
標

第
六
十
九
条

指
定
商
品
又
は
指
定
役
務
が
二
以
上
の
商
標
登
録
又
は
商
標

権
に
つ
い
て
の
第
十
三
条
の
二
第
四
項
（
第
六
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て

権
に
つ
い
て
の
第
二
十
条
第
四
項
、
第
三
十
三
条
第
一
項
、
第
三
十
五
条

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
条
第
四
項
、
第
三
十
三
条
第
一
項

に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
第
九
十
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
九
十
八
条

、
第
三
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
第
九
十
七
条
第
一
項
若
し
く

第
一
項
第
一
号
、
第
四
十
三
条
の
三
第
三
項
、
第
四
十
六
条
第
二
項
、
第

は
第
九
十
八
条
第
一
項
第
一
号
、
第
四
十
三
条
の
三
第
三
項
、
第
四
十
六

四
十
六
条
の
二
、
第
五
十
四
条
、
第
五
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
若
し
く

条
第
二
項
、
第
四
十
六
条
の
二
、
第
五
十
四
条
、
第
五
十
六
条
第
一
項
に

は
第
六
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
百
七
十
四
条
第
三
項
に
お
い

お
い
て
若
し
く
は
第
六
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
百
七
十
四
条

て
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
同
法
第
百
三
十
二
条
第
一
項
、
第
五
十
九
条
、
第

第
三
項
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
同
法
第
百
三
十
二
条
第
一
項
、
第

六
十
条
、
第
七
十
一
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
七
十
五
条
第
二
項
第
一
号

五
十
九
条
、
第
六
十
条
、
第
七
十
一
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
七
十
五
条

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
指
定
商
品
又
は
指
定
役
務
ご
と
に
商
標
登

第
二
項
第
四
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
指
定
商
品
又
は
指
定
役
務

録
が
さ
れ
、
又
は
商
標
権
が
あ
る
も
の
と
み
な
す
。

ご
と
に
商
標
登
録
が
さ
れ
、
又
は
商
標
権
が
あ
る
も
の
と
み
な
す
。

（
登
録
商
標
に
類
似
す
る
商
標
等
に
つ
い
て
の
特
則
）

（
登
録
商
標
に
類
似
す
る
商
標
等
に
つ
い
て
の
特
則
）

第
七
十
条

第
二
十
五
条
、
第
二
十
九
条
、
第
三
十
条
第
二
項
、
第
三
十
一

第
七
十
条

第
二
十
五
条
、
第
二
十
九
条
、
第
三
十
条
第
二
項
、
第
三
十
一
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条
第
二
項
、
第
三
十
一
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
四
条
第
一
項
、
第
三
十

条
第
二
項
、
第
三
十
一
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
四
条
第
一
項
、
第
三
十

八
条
第
三
項
、
第
五
十
条
、
第
五
十
二
条
の
二
第
一
項
、
第
五
十
九
条
第

八
条
第
二
項
、
第
五
十
条
、
第
五
十
二
条
の
二
第
一
項
、
第
五
十
九
条
第

一
号
、
第
六
十
四
条
、
第
七
十
三
条
又
は
第
七
十
四
条
に
お
け
る
「
登
録

一
号
、
第
六
十
四
条
、
第
七
十
三
条
又
は
第
七
十
四
条
に
お
け
る
「
登
録

商
標
」
に
は
、
そ
の
登
録
商
標
に
類
似
す
る
商
標
で
あ
つ
て
、
色
彩
を
登

商
標
」
に
は
、
そ
の
登
録
商
標
に
類
似
す
る
商
標
で
あ
つ
て
、
色
彩
を
登

録
商
標
と
同
一
に
す
る
も
の
と
す
れ
ば
登
録
商
標
と
同
一
の
商
標
で
あ
る

録
商
標
と
同
一
に
す
る
も
の
と
す
れ
ば
登
録
商
標
と
同
一
の
商
標
で
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
含
む
も
の
と
す
る
。

と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
含
む
も
の
と
す
る
。

２
〜
３

（
略
）

２
〜
３

（
略
）

（
商
標
原
簿
へ
の
登
録
）

（
商
標
原
簿
へ
の
登
録
）

第
七
十
一
条

（
略
）

第
七
十
一
条

（
略
）

一

商
標
権
の
設
定
、
存
続
期
間
の
更
新
、
分
割
、
移
転
、
変
更
、
消
滅

一

商
標
権
の
設
定
、
存
続
期
間
の
更
新
、
分
割
、
移
転
、
変
更
、
消
滅

、
回
復
又
は
処
分
の
制
限

又
は
処
分
の
制
限

二
〜
四

（
略
）

二
〜
四

（
略
）

２
〜
３

（
略
）

２
〜
３

（
略
）

（
商
標
公
報
）

（
商
標
公
報
）

第
七
十
五
条

（
略
）

第
七
十
五
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

一

出
願
公
開
後
に
お
け
る
拒
絶
を
す
べ
き
旨
の
査
定
又
は
商
標
登
録
出

願
若
し
く
は
防
護
標
章
登
録
出
願
の
放
棄
、
取
下
げ
若
し
く
は
却
下

二

出
願
公
開
後
に
お
け
る
商
標
登
録
出
願
に
よ
り
生
じ
た
権
利
の
承
継

三

出
願
公
開
後
に
お
け
る
願
書
に
記
載
し
た
指
定
商
品
若
し
く
は
指
定

役
務
又
は
商
標
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
商
標
若
し
く
は
防
護
標
章
登

録
を
受
け
よ
う
と
す
る
標
章
に
つ
い
て
し
た
補
正

四

（
略
）

一

（
略
）

五

（
略
）

二

（
略
）

六

（
略
）

三

（
略
）

七

（
略
）

四

（
略
）

（
偽
証
等
の
罪
）

（
偽
証
等
の
罪
）

第
八
十
一
条

（
略
）

第
八
十
一
条

（
略
）

２

前
項
の
罪
を
犯
し
た
者
が
事
件
の
判
定
の
謄
本
が
送
達
さ
れ
、
又
は
登

２

前
項
の
罪
を
犯
し
た
者
が
事
件
の
登
録
異
議
の
申
立
て
に
つ
い
て
の
決
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録
異
議
の
申
立
て
に
つ
い
て
の
決
定
若
し
く
は
審
決
が
確
定
す
る
前
に
自

定
又
は
審
決
が
確
定
す
る
前
に
自
白
し
た
と
き
は
、
そ
の
刑
を
減
軽
し
、

白
し
た
と
き
は
、
そ
の
刑
を
減
軽
し
、
又
は
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

又
は
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
両
罰
規
定
）

（
両
罰
規
定
）

第
八
十
二
条

（
略
）

第
八
十
二
条

（
略
）

一

（
略
）

一

（
略
）

二

第
七
十
九
条
又
は
第
八
十
条

一
億
円
以
下
の
罰
金
刑

二

第
七
十
九
条
又
は
第
八
十
条

各
本
条
の
罰
金
刑

（
過
料
）

（
過
料
）

第
八
十
三
条

第
二
十
八
条
第
三
項
（
第
六
十
八
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用

第
八
十
三
条

第
四
十
三
条
の
八
（
第
六
十
条
の
二
第
一
項
及
び
第
六
十
八

す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
第
七
十
一
条
第
三
項

条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
五
十
六
条

に
お
い
て
、
第
四
十
三
条
の
八
（
第
六
十
条
の
二
第
一
項
及
び
第
六
十
八

第
一
項
（
第
六
十
八
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に

条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
五
十
六
条

お
い
て
、
第
六
十
一
条
（
第
六
十
八
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

第
一
項
（
第
六
十
八
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に

を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
特
許
法
第
百
七
十
四
条
第
三
項
に
お
い

お
い
て
、
第
六
十
一
条
（
第
六
十
八
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

て
、
第
六
十
二
条
第
一
項
（
第
六
十
八
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
百
七
十
四
条
第
三
項
に
お
い
て

合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
意
匠
法
第
五
十
八
条
第
二
項
に
お
い

、
第
六
十
二
条
第
一
項
（
第
六
十
八
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

て
、
又
は
第
六
十
二
条
第
二
項
（
第
六
十
八
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す

を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
意
匠
法
第
五
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て

る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
八
条
第
三
項
に
お

、
又
は
第
六
十
二
条
第
二
項
（
第
六
十
八
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
特
許
法
第
百
五
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
八
条
第
三
項
に
お
い

民
事
訴
訟
法
第
二
百
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
宣
誓
し
た
者
が
特
許
庁

て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
特
許
法
第
百
五
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
民

又
は
そ
の
嘱
託
を
受
け
た
裁
判
所
に
対
し
虚
偽
の
陳
述
を
し
た
と
き
は
、

事
訴
訟
法
第
二
百
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
宣
誓
し
た
者
が
特
許
庁
又

十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

は
そ
の
嘱
託
を
受
け
た
裁
判
所
に
対
し
虚
偽
の
陳
述
を
し
た
と
き
は
、
十

万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

附

則

附

則

（
両
罰
規
定
）

（
両
罰
規
定
）

第
二
十
九
条

法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人

第
二
十
九
条

法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人

そ
の
他
の
従
業
者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
に
関
し
、
前
条
の
違
反

そ
の
他
の
従
業
者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
に
関
し
、
前
条
の
違
反

行
為
を
し
た
と
き
は
、
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
に
対
し
て
一

行
為
を
し
た
と
き
は
、
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
又
は
人
に
対

億
円
以
下
の
罰
金
刑
を
、
そ
の
人
に
対
し
て
同
条
の
罰
金
刑
を
科
す
る
。

し
、
同
条
の
罰
金
刑
を
科
す
る
。


